
公益社団法人自動車技術会 委員等旅費規則 
 
第１章  総   則 
 
（目 的） 
第１条 この規則は、別に定める場合を除き、公益社団法人自動車技術会（以下、「本会」という）の事業活動に参画又は

協力する委員、講師など（以下、「委員等」という）に支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。 
（適用範囲） 
第２条 この規則は、本会傘下に設置されている委員会への出席及び本会からの要請に基づき事業活動に参画する者に対

して支給する旅費について定めるものとし、他組織との共催又は受託事業により発生する旅費については、他組織又は

受託元と協議の上決定する。 
２ 委員会主催シンポジウム運営規則に基づき開催されるシンポジウムにより発生する旅費については、当該規則に基づ

き申請された実施計画書及び予算書による。 
（旅費の種類と区分） 
第３条 旅費の種類は、国内旅費および国外旅費とし、その区分は、交通費（鉄道費、航空費、船費、車費）、宿泊費及び

日当とする。 
（対象者） 
第４条 旅費を支給する対象者は、以下のとおりとする。 

(1) 本会の傘下に設置されている委員会（評議員会、理事会、担当理事会およびだいじん会などを含む）の委員（役員ま

たは名誉会員を含む）で教育機関などの中立の者及び政府系機関に所属する者。但し、技術会議傘下、共同研究センタ

ー傘下の委員会に所属する本会会員でない委員は除く。 

(2) 委員会から招聘された者。ただし、委員会委員所属会社に所属する者は除く。 

(3) 本会主催の催事に招聘され、司会、講演などを行う者。 

(4) 本会の任命により、外部機関の委員会または催事などに出席する者で、教育機関などの中立の者および政府系機関に

所属する者。ただし、当該外部機関から旅費に相当する費用あるいは現物を支給された場合は、その部分に相当する旅

費の全部または一部を支給しない。 

(5) 本会の任命により、国際標準化活動などを行う者。 

２ 前項の定めにかかわらず、常務理事が本会の活動上必要と判断した場合は、支給することができる。 
（支給方法） 
第５条 旅費の支給は、旅費支給対象者が指定する金融機関口座への振込による。 
２ 緊急を要する場合又は旅費支給対象者の金融機関口座の確認ができない場合は、現金により支給することができる。 
３ 金融機関口座への振込により支払う場合の振込手数料は、本会の負担とする。 
（支給時期） 
第６条 支給時期は、原則として旅費支給の対象となる業務終了後とする。 
２ 第４条第１項第２号に定める者において、本会主催の事業活動に参画する者への旅費支給については、当該事業活動

における旅費発生日の前日までに支給する。 
（旅費の返還） 
第７条 第６条第２項により旅費を支給された者が、旅費支給対象の事業活動に欠席した場合、当該事業活動の事務局担

当者は、速やかに当該支給対象者に対して旅費の全部又は一部の返還を求める。 
２ 前項の旅費返還は金融機関口座への振込により行なうものとする。この場合の金融機関手数料は、返還される旅費か

ら差引くものとする。 
（交通費算出経路） 
第８条 交通費の算出経路については、処理基準による。 
（他から旅費の支給を受ける場合の取扱い） 
第９条 本会が旅費に相当する費用あるいは現物を支給した場合は、その部分に相当する旅費の全部又は一部を支給しな

い。 



（申請） 
第１０条 申請は、当該事業活動の事務局担当者が行う。 
（承認） 
第１１条 旅費の支払い承認は、国内旅費にあっては事務局長、国外旅費にあっては、常務理事が行う。 
 
   第２章 国内旅費 
（旅費の内訳） 
第１２条 旅費は、交通費及び宿泊費とする。 
（交通費） 
第１３条 交通費は、次の３種とし、実費を支給する。なお、私用車を使用した場合は、目的地までの公共交通機関の実

費相当を支給する。 
(1)  鉄道賃      JR 及び私鉄の利用に要した費用 
(2) バス賃   バスの利用に要した費用 
(3) 航空賃   航空機の利用に要した費用 
２ タクシーの利用は、他の交通手段がない場合又は運行時間でない場合若しくは荷物があるなど、 
 止むを得ない場合に限る。 
（新幹線並びに在来線の急行及び特急の利用） 
第１４条 原則として片道 50 ㎞以上の乗車距離を直行する場合には、新幹線並びに在来線の急行及び特急の利用を認め、

これに要した実費相当を支給する。 
（航空機の利用） 
第１５条 次の各号の一に該当する場合には、航空機の利用を認めこれに要した実費相当を支給する。 
(1) 鉄道を利用するよりも旅費が安くなるとき。 
(2) 移動時間が大幅に短縮されるとき。 
（精算） 
第１６条 交通機関の事故等により経路が変更となり、当初の交通費を上回った場合は、実費精算とする。 
 
   第３章 国外旅費 
 （旅費の内訳） 
第１７条 旅費は、交通費、宿泊費及び日当とする。 
 （交通費） 
第１８条 交通費は、航空運賃とする。ただし、教育機関などの中立の者については、鉄道賃、船賃、車賃についても支

給する。 
 （精算） 
第１９条 帰着後すみやかに、処理基準に定める様式により、旅費の精算を行う。 
２ 交通費については、利用した交通機関又は代理店等が発行した領収書等を添付する。 
 
   第４章  雑  則 
（処理基準） 
第２０条 この規則に関し必要な事項については、総務委員会において処理基準を定め、これによるものとする。 
装等 
附 則 
１ この規則は、２００８年５月１日から施行する。 

２ 公益社団法人への移行登記により、名称変更を行う。（２０１１年４月１日登記） 

３ 規則名称変更、第３条～第２０条の追加、削除、一部改正、第２章 国内旅費、第３章 国外旅費の追加は２０１１年

１０月１３日から施行する。 

４ 第 4条 1項一部改正は２０１３年 4月 1日から施行する。 
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